
          令和 7年度 

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

 

 

北海道事業承継・引継ぎ支援センター（認定支援機関：札幌商工会議所）は、札幌市の後援・協力のもと札幌近郊の

事業者様を対象として、本年６月から来年３月までの期間にて「業種別事業承継個別相談会」を全１３回開催いた

します。 

北海道事業承継・引継ぎ支援センターは、北海道経済産業局（国）が設置した公的事業承継相談窓口であり、札幌

商 v工会議所が認定支援機関として運営しております。事業承継の３類型である親族内承継・従業員承継・M＆Aを

無料で支援する機関であり、案件の掘起しから事業承継の完了までを行っております。 

 

北海道内の企業における後継者不在率は近年で若干の改善傾向はみられるものの、令和６年度の調査では

65.7％となっており、鳥取県、秋田県、島根県に次いで全国で 4番目の不在率となっています。 

 

図１：北海道「後継者不在率」推移、都道府県別後継者不在率上位 

   

   出所：株式会社帝国データバンク 令和 6年 12月 20日 「北海道「後継者不在率」動向調査（2024年）」より 

 

また、取引先や販売先が後継者不在等で廃業してしまうことにより現状の取引や製品・商品等の流通が途切れるこ

とを防ぐため、事業承継に向けた働きかけ、若しくは自社でその取引先の事業を承継（支援機関の紹介等）するなど

の形でサプライチェーンを維持・発展させることが急務となっております。 

サプライチェーンを担う事業者が廃業することで、その直接の取引先事業者だけでなく、地域産業全体の事業継続に

も大きな影響を及ぼす可能性があります。 

そこで、当センターとしては業種別に特化した相談会を行うことで、業種ごとに抱える事業承継に係る課題を

掘り起こし、その課題解決を支援することで円滑なサプライチェーンの維持につなげることを目的とし

て本相談会を開催します。 

あなたの業界の事業承継をお手伝いします！！ 

「業種別事業承継個別相談会」を開催します！ 
～ サプライチェーンを繋ぐ『譲りたい企業×譲り受けたい企業』様向け ～ 

 



図２：サプライチェーン事業承継のイメージ       

 

 

図３：サプライチェーン毀損による連鎖廃業のリスク 

 
出所：中小企業庁 「サプライチェーン事業承継について」より 

 

当センターでは円滑な事業承継を支援するため、各種専門家とも連携して相談対応にあたってまいります。 

お忙しいところと拝察いたしますが、取材につきまして宜しくお願い致します。 

 

【支援類型】 

親族内承継 、 従業員・役員承継 、 譲渡 ・ 譲受 

 

【相談会開始日時、期間、回数】 

■ 初回 令和７年６月９日（月） ① １3：3０～または ② 15：30～ 

■ 令和７年６月～令和７年３月まで全 13回、毎月開催 

※ 詳細は、別紙「業種別事業承継個別相談会」のチラシをご参照ください。 

※ 本相談会に関わらず、ご相談は随時受け付けております。 

開設時間：毎週月曜日～金曜日（土日祝日を除く） 9：00～17：00 

 

お申込み・お問い合わせ先                                           

北海道事業承継・引継ぎ支援センター （担当 ： 宮本、濱） 

〔認定支援機関：札幌商工会議所内〕 

〒060-0001 札幌市中央区北 1条西 2丁目 北海道経済センター 6階 

TEL：011-222-3111  FAX：011-222-3811   

E-mail：info@hokkaido-jigyoshokei.go.jp 

mailto:info@hokkaido-jigyoshokei.go.jp

